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Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

経常収益

受取会費

一般会員受取会費

賛助会員受取会費

受取寄付金・補助金

委託料

事業収益

一般正味財産振替額

雑収益

経常収益計

経常費用

事業費

管理費

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

受取寄付金・会費・補助金・委託金

一般正味財産振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産末残高

事業会計  

690,029

148,500

27,651,057

47,103,000

4,135,839

3,042,599

278,468

83,049,492

83,090,122

353,295

83,443,417

-393,925

40,333,076

-3,042,599

37,290,477

法人会計  

690，029

148，500

519，986

1，238，894

2，597，409

5，409，059

5，409，509

-2，811，650

-519，986

-519，986

合計   

1,380,058

297,000

27,651,057

47,103,000

4,135,839

3,562,585

1,517,362

85,646,901

0

83,090,122

5,762,354

88,852,476

-3,205,575

-3,205,575

8,223,142

5,017,567

0

40,333,076

-3,562,585

36,770,491

73,576,793

110,347,284

115,364,851

　［単位：円］正味財産増減計算書（2023年4月～2024年3月）

ご支援のお願い2023年度 会計報告

､､､
１．オンライン決済（クレジットカード決済）　

Square（スクエア ）・Syncable（シンカブル）・READYFOR（レディ
フォー）でのクレジット決済が可能です。
https://door.or.jp/support

２．銀行振り込み

金融機関　　　　　三井住友銀行  　　　　　　ゆうちょ銀行
支店名　　　　鈴蘭台支店（３４８）　　 ０９９（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ）店　
種類・番号　　 普通 ５０６２３３８　　　  当座 ０３３３５９９ 　
名義　　　　公社）小さないのちのドア　　小さないのちのドア

※三井住友銀行にご入金くださった方は､電話･FAX･メール､または､小さないのち
のドア宛にお名前とご住所をお知らせください。ご連絡がないため､ご報告やご
挨拶ができないままの方々がおられます。特に領収証が必要な方は､必ず連絡先
をお知らせください。

３．郵便振替・自動送金
記号　　　００９００－９
番号　　　３３３５９９
加入者名　小さないのちのドア

４．現金書留
下記、事務局宛にお願いします。

　　 公益社団法人小さないのちのドア事務局
　　 兵庫県神戸市北区ひよどり台2-30-6
　　 TEL ： 078-743-2405

５．Softbankつながる募金
募金画面から寄付金額を選択し、ソフトバンクのスマートフォンをご利
用の場合は利用料金の支払いと一緒に寄付できるほか、ソフトバンクポ
イントやクレジットカード、Yahoo!ネット募金でも寄付が可能です。

６．買取大吉モノ募金
家にある使わなくなったものを出張買取でお金に変えて寄付するこ
とができます。

一般会員やマンスリーサポータ

ーとして支えてくださる方には

活動報告書（１/年発行 ）を、ご

支援くださった方には､ニュー

スレター（1～2/年発行）をお送

りいたします。

また、ニュースレターにはご支

援くださった方々のお名前を掲

載させていただきます。匿名希

望の方は､お知らせください。

１．一般会員  一口（個人）10,000円／年（団体）100,000円／年

２．賛助会員  一口（個人）   3,000円／年（団体）  30,000円／年

３．マンスリーサポーターになる：任意の金額／月

４．寄付をする 

５．ふるさと納税で寄付をする　※詳細はホームページをご覧ください

６．ボランティアに参加する　　 ※詳細は事務局へ

７．里親希望（特別養子縁組や里親制度をご紹介）※詳細は事務局へ

小さないのちのドアは、皆様から

の寄付金で運営しています。どう

ぞ一緒に、小さないのちのドアを

支えてください。ご支援いただい

た寄付は、以下の用途に活用させ

ていただきます。

● 相談者のための医療費
● 来所のための交通費
● 利用者の衛生用品の購入
● マタニティホームの光熱費や食費
● セキュリティ関係
● 当直や給仕のための人件費
● 必要物資　etc...

小さないのちのドアは､社会的信頼度の高
い公益社団法人と認定され、個人・法人
共に税制上の優遇措置を受けることが可
能となりました。法人（民間企業等）から､
小さないのちのドアへ支出された寄付金
について､所得金額や資本金額等から算出
される一定額を限度として､損金算入する
こと（損金算入の分だけ、課税対象額が減
少）ができます。個人の場合も、確定申告
を行うことで寄付金控除を受けることが
できます。

小さないのちのドアへのご寄付は

税制優遇あり
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